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事 業 報 告 用  

 

 

特定非営利活動法人 丹田呼吸法普及会              

１ 事業の成果 

 全国の丹田呼吸教室の指導員あるいは指導員候補者を対象とした一般研修事業を岡山県高梁市と長野県佐久

市で実施し、丹田呼吸法（百年以上続いてきた調和道丹田呼吸法）の伝承制度の再開と維持の第一歩を踏み出し

た。またこの道の指導者の育成のための指導員養成研修を開始することが出来た。 

２ 事業の実施に関する事項 

（１）特定非営利活動に係る事業              （    事業費の総費用【147】千円） 

定款に記載 
された 
事業名 

事業内容 日時 場所 
従事者 
人数 

受益 
対象者 
範囲 

受益 
対象者 
人数 

事業費 
（千円） 

一般研修事業 

百年を超えて確立された
調和道丹田呼吸法の実修
指導を参加者のレベルに
合わせてクラス分けして
行う。 
研修は合宿研修で行う。 

201811/09

から

2018/11/12

まで 

岡 山 県 高

梁 市 有 漢

町 

2人 4日 全国の調和道

丹田呼吸法の

教室、同好会の

指導者及びメ

ンバー 

5人 

115 
2019/03/29

から 2019/

年 04/01 日

朝まで 

長 野 県 佐

久市 
3人 4日 20人 

指導員研修事
業 

丹田呼吸法の実修指導員と

して必要な息法の理論と実際

についての研修を行う。 
息法は波浪息と完全息に区分
して体系的かつ段階的に修得
させる。先ず波浪息を月 1 回
1 年間行う。 

2019/01/01

から 03/31

の間に 6 回

実施した 

東京都荒

川区の公

的施設で

ある日暮

里ひろば

館を使用 

1人 6日 

首都圏在住の

指導員及び指

導員候補者 

延べ 
48人 32 

支援事業 

要請に応じて、各教室あ
るいは同好会へ講師の派
遣あるいは斡旋、及びそ
の他の支援を行う。 
支援にはホームページで
の広報活動も含む。 

H30/7 から

H31/3 まで

の間に１７

回の講師派

遣を行う。  

墨 田 区 丹

田 呼 吸 の

会へ 8回、 

調 和 道 丹

田 呼 吸 法

東 京 教 室

へ１８回 

1人延

べ 2６

回 

・墨田区の丹

田呼吸の会メ

ンバー 

・調和道丹田

呼吸東京教室

の会員 

全国の丹
田呼吸の
教室（２
０箇所く
らい）か
らの要請
に応じて
対処する 

   0 

教材等の作成
販売事業 

オーディオあるいはビデ
オ教材の作製と販売 
実修用テキスト及び資料
の作成と販売 
呼吸関係の推薦書籍と資
料の販売 

指導員研修を実施しながら教材を作成する予定であり、実
施は来年度以降に繰り越します。 0 
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上
の
「
事
業
の
種
類
」
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